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はじめに「本業務の概要」 

本業務の目的 

（１）見守り支援ネットワークの基本的な考え方 

 住み慣れた地域で支えあい、安心していきいきと暮らせるまち 

近年、日野市の高齢者人口は１人暮らし世帯や高齢者のみ世帯を中心に増加を続け

ています（平成30年1月1日現在45,315人、高齢化率24.5％）。高齢者人口の増加に

伴う虚弱や要介護となるおそれのある高齢者の増加、核家族化の進行に伴う家族によ

る介護機能の低下、都市化傾向の進展による近隣コミュニティーの結びつきの希薄化

などを背景に、孤立死のような不幸な事件も起きています。 

高齢者福祉の分野では、特に身近な「地域」で高齢者の生活を支える仕組みづくり

が最重要課題となっており、日野市では、こうした社会的にも孤立しがちな高齢者を

地域での支えあいを通じ見守り、支援する「高齢者見守り支援ネットワーク」の構築

によって「安心していきいきと暮らせるまち」づくりに積極的に取り組んでいます。 

 

（２）本報告書の位置付け 

本報告書は、上記の目的を達成するために平成16年度から取り組んできた「日野市

高齢者見守り支援ネットワーク事業」の平成29年度の活動内容をまとめたものです。 
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これまでの経緯 

高齢者の生活実態を調査し必要な支援内容を整理した上で、できることから少しず

つ、地域のボランティアの方々の協力を得ながら活動を広げて来ました。 

年度 テーマ 特徴的な取組 

Ｈ16 ○資源・ニーズの把握 

○モデルシステムの

構築 

・市内の高齢者を対象とした「ふれあい訪問調査」や事業所を対象

とした“連携可能性調査”を実施し、「現在は元気で自立している

が健康面が不安なひとり暮らし高齢者」などの対象となる高齢者

像と具体の支援内容を５つのパターンにとりまとめ 

Ｈ17 ○モデルシステムの

試行・評価 

○事業計画づくり 

・市内４つのモデル地区で 19 人の対象高齢者、30 人のふれあい見

守り推進員とともに“見守り”“声かけ”の支援を試行 

・この成果をもとに、「週１回のさりげない見守り」「月１回程度の

玄関先での声かけ」の活動を全市へ２カ年で展開する計画を作成 

Ｈ18 ○地域展開スタート ・前年度に設定した目標に従って市内各地で順次ネットワークの立

ち上げを行い、市内のちょうど半分で活動がスタート 

・立ち上げにあわせて「見守り支援ネットワークフォーラム」を開

催したほか、２回目のふれあい訪問調査も実施（以降毎年実施） 

Ｈ19 ○基本型の全市展開 

○新しい活動の芽生

え 

・平成 18 年度から始まったネットワークの立ち上げが完了し“見

守り”“声かけ”が遂に全市に広がる 

・活動の中から見えてきた課題に対する新たな展開として「百草ふ

れあい協議会」による「ふれあいサロン」の開設を準備 

Ｈ20 ○ネットワークの拡

大 

・「ふれあい交流型」活動を継続的に支援するための要綱を策定 

・や５つのパターンの最後の１つ「お世話・お手伝い型」にあたる

「ちょこっとお手伝いサービス」を新たに立ち上げ 

Ｈ21 ○活動の継続実施 

○新たな活動方針の

検討 

・対象高齢者や見守り推進員の拡充、サロン「よりみちさくら」の

新規開設など既存の活動のフォローアップを実施 

・立ち上げ当初の計画がおおむね狙い通りに実施されたことから、

課題の解消と更なる活動の充実を目指して新たな活動方針を検討 

Ｈ22 ○ネットワークの次

なる展開 

・既存の活動と並行して、平成 21 年度に検討した新たな活動方針

の１つである「気にかけ運動」の企画検討に着手 

・見守り支援ネットワークのＰＲの一環として、高齢者月間にあわ

せて市役所ホールを会場にパネル展を開催 

H23 ○全市展開から丸 5

年の振り返り 

・平成 18 年に“見守り”“声かけ”の全市展開を開始してから丸 5

年が経過したのを記念して、これまでの活動の振り返りや今後の

展開を考えるシンポジウムを大々的に開催 

H24 ○「気にかけ運動」の

積極的な展開 

○事業ＰＲの展開 

・「気にかけ運動」の展開にあたって、従来の手あげ方式から、こち

ら積極的に地域を訪問して「勉強会」を開催する方法を試行 

・「気にかけ運動」の展開とあわせて、広報ひのや「市民活動フェア」

に参加して、見守り支援ネットワーク全体のＰＲを積極的に展開 

H25 ○調査方法の改善 

○「気にかけ運動」の

継続展開 

・ネットワークの展開を検討する際の基礎資料の 1 つとなっていた

ふれあい訪問調査（はつらつ・あんしん調査）の実施方法を改善 

・「気にかけ運動」の展開を継続しながら、市民活動フェアや「地域

かわら版」にて取組のＰＲを実施 

↗次頁に続く  
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年度 テーマ 特徴的な取組 

Ｈ26 〇「気にかけ運動」の

一般化と拡大 

・「気にかけ運動」の狙いや基本的な活動イメージをまとめた「気に

かけ運動の手引き」等を作成 

・「手引き」とチラシを用いてより多くの地域への働きかけを実施 

Ｈ27 〇10 周年記念シン

ポジウムの開催 

・モデル地区での試行から 10 年が経過することを記念して「見守

り支援ネットワーク 10 周年記念シンポジウム」を開催 

・シンポジウムでは、協力者の方々の労いとこれからの見守り支援

ネットワークを考えるヒントを得るための講演等を実施 

Ｈ28 ○モデル地域への気

にかけ運動の展開 

・地域特性を整理した上で選定したモデル地区において「気にかけ

運動」の集中展開を実施 

・見守り支援ネットワークの戦略的な展開や地域からの相談にあた

っての検討材料として、高齢化の状況や集会施設の分布、サロン

活動等の実施状況を整理 

 

 

 

平成 29 年度の主な取組 

市内全域を対象に、見守り支援ネットワークの中で継続して取り組んでいる「はつ

らつあんしん調査」「見守り・声かけ」「ふれあいサロン」「ちょこっと困りごとサービ

ス」の4つの取組の支援を行いました（第１章）。 

市内の一部地域に設定したモデル地区では、前年度に引き続いて「気にかけ運動」

の集中展開を図りました。また、「気にかけ運動」を入口として、地域の協力者の掘り

起こしや各種の取組の統合を図りながら、見守り支援ネットワーク全体の改善や今後

のあり方についても検討を行っています（第3章）。 

 

 

 

第１章「既存の取組の実施支援」参照 
第２章「気にかけ運動の展開」及び 

第３章「ネットワークへの総合的支援」参照 
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第１章「既存の取組の実施支援」 

１－１ 見守り支援ネットワークを構成する取組 

見守り支援ネットワークは、高齢者の生活実態を調査して、心配な高齢者をいくつ

かのパターンにまとめ、できることから少しずつ活動を広げてきました 

現在、実施しているのは以下の①～⑤の5つの取組です。このうち、①～④のように

対象を明確にせず、こうした取組を下支えする緩やかなネットワークの形成を目指す

「⑤気にかけ運動」については次章に掲載することとし、ここでは①～④の取組概要

と今年度の実績についてまとめます。 

 

▼現在実施されている取組 
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１－２ 個別の取組の実施状況 

１-２-１ はつらつ・あんしん調査（旧ふれあい訪問調査） 

（１）取組の概要 

見守り支援ネットワークの主な対象である市内の高齢者に対して、生活の状況や満

たすべきニーズを把握するために毎年実施しているのが「はつらつ・あんしん調査」

です。本調査は、①高齢者の生活状況を把握し、②高齢者と直接顔をあわせる機会と

なり地域の中で「誰も知らない」高齢者を減らすことができるため、市の高齢福祉施

策・地域福祉力づくりを検討する上で必要不可欠のものとなっています。 

平成24年度までは地域の民生委員が民生委員法に定められた職務に基づき、対象者

宅を１軒ずつ訪問して調査票を回収する方式をとっていましたが、対象者の増加にと

もなう負担の軽減と類似調査との重複の解消を目的として、以下の通り対象や方法を

改善しながら調査を継続して実施しています。 

 

▼調査の概要 

 ～平成 24 年度 平成 25 年度～26 年度 平成 27 年度～ 

調査 

対象 

＜3 年に 1 回の全件調査＞ 

○当該年度の 4 月 1 日現在、75 歳以

上の方 

＜差分調査（全件調査に該当しない年）＞ 

○前年度の 3 月 31 日から当該年度の

4 月 1 日までの間に新たに 75 歳に

到達された方または日野市に転入し

てきた 75 歳以上の方 

※いずれも特定の施設に入院・入所等

している方を除く 

下の全てに該当する方 

①当該年度の 4 月 1 日現

在、65 歳から 74 歳ま

でのうち奇数年齢の方

及び 75 歳以上の方 

②介護認定を受けていな

い方、未申請の方 

③特定の施設に入院・入所

等していない方 

下の全てに該当する方 

①当該年度の 4 月 1 日現

在、65 歳以上のうち奇

数年齢の方 

②、③は左と同様 

④生活保護を受給してい

ない方 

調査 

内容 

①世帯の状況 

②日中１人暮らしの状況 

③生活上不安なこと 

④日常の移動能力 

⑤自治会等への個人情報提供の可否 

⑥周りとの交流の状況 

⑦見守り支援ネットワークへの参加

希望 

・左記①、②、③、⑦ 

・はつらつチェック票で

実施する質問 

（介護予防事業（二次予

防事業）の候補者を把

握するための 30 問） 

※④～⑥については上の

30 問の中で同種の質

問を実施するため省略 

・左記①～⑦ 

調査 

方法 
・郵送配布／訪問回収 ・郵送配布／郵送回収 

民生 

委員 

の訪問 

・調査票を回収するため、調査対象者

宅を全て訪問 

・郵送による返送が無かった方のうち 75 歳以上の方

のお宅を訪問して市への返送を促進 

・上の訪問とあわせて、新たに 75 歳に到達された方、

75 歳以上の転入者のお宅を訪問して資料を配付 
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（２）取組の実績 

 今回の調査では、全体（65 歳以上）で 14,092 人、75 歳以上では 7,298 人か

ら回答を得ることができました。 

 配付数の増加にともなって回収数が増加しています。 

 回収率は僅かに減少していますが、全体では 8 割弱、75 歳以上では 9 割強と依

然として高い値となっています。後者が特に高いのは、75 歳以上で未返送の方の

お宅を民生委員が訪問し、返送を促進していることが大きな要因と考えられます。 

 見守り支援を「お願いしたい」という方が 5.3%（742 人）で前年度より 0.5 ポ

イント増加しています。「見守り推進員をやってみたい」という方は 0.6％（77

人）で前年度と大きな違いは見られません。 

▼調査票の配布・回収状況 

年度 

全体 うち 75 歳以上 

送付数 
回収数 

（回収率） 
送付数 

回収数 

（回収率） 
うち在宅※１ 

平成 27 年度調査 17,872 人 
13,996 人 

（78.3%） 
6,894 人 

6,492 人 

（94.2％） 

6,453 人 

（93.6％） 

平成 28 年度調査 17,983 人 
13,884 人 

（77.2%） 
7,478 人 

6,885 人 

（92.1％） 

6,781 人 

（90.7％） 

平成 29 年度調査 18,688 人 
14,092 人 

（75.5%） 
7,969 人 

7,298 人 

（91.6％） 

7,157 人 

（89.8％） 

 ※１ 回収数から調査後の施設入所・異動を除いた数 

▼調査結果の概要 

【世帯の状況】 

 
 

【日常の交友状況】 【見守り支援ネットワークへの関心】 
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▼調査結果の取りまとめ（平成 27・28 年度の調査結果より） 

 前年度の調査結果のまとめを活用して、地域の状況把握と地域展開の検討材料と

なる以下の資料を作成しました。 

（奇数年齢が対象となるため、一昨年度の調査結果とあわせて作成） 
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１-２-２ 「見守り・声かけ」 

（１）取組の概要 

地域の「ふれあい見守り推進員」「協力事業所」を中心に、地域での「見守り」によ

る異変発見から定期的な安否確認の「声かけ」までを繋げる日野市の高齢者見守り支

援ネットワークの基本型となる取り組みです。 

平成17年度にモデル地区４地区でスタートしてから10年以上が経過し、地域の多

くの方の協力を得ながら着実に成果を積み上げています。 

 

▼取組のイメージ 

 

日常の業務等の中で 

気になる高齢者を見つけた場合に、 

地域包括支援センターに連絡しています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「さりげない見守り」をキーワードに  

週に１回程度の「見守り」を行っています 

「お互いが心地よい関係づくり」をキーワードに 

月に１回程度の「声かけ」を行います 

 

  

地域包括支援 
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（２）取組の実績 

 対象高齢者は近年減少傾向が続いています。 

 ふれあい見守り推進員は 2 地域で増加、6 地域で減少しています。登録数が比較

的多い地域で複数人の減少があったため、全体では 11 人の減少となっています。 

 協力事業所は、多くの地域で登録数が増加し、全体でも大幅増となっています。 

▼対象高齢者の登録状況 

 もぐさ あさかわ すてっぷ あいりん せせらぎ 多摩川苑 
いきいき
タウン すずらん かわきた 合計 

H27 10 人 22 人 9 人 22 人 19 人 10 人 4 人 12 人 3 人 111 人 

H28 8 人 19 人 8 人 20 人 13 人 10 人 3 人 13 人 3 人 97 人 

H29 10 人 15 人 8 人 22 人 12 人 8 人 4 人 11 人 1 人 91 人 

増 減 
+5 人 

-3 人 

+0 人 

-4 人 

+1 人 

-1 人 

+7 人 

-5 人 

+2 人 

-3 人 

+0 人 

-2 人 

+2 人 

-1 人 

+0 人 

-2 人 

+0 人 

-2 人 

+17 人 

-23 人 

▼ふれあい見守り推進員の登録状況 

 
 もぐさ あさかわ すてっぷ あいりん せせらぎ 多摩川苑 

いきいき
タウン すずらん かわきた 合計 

H27 18 人 24 人 26 人 30 人 26 人 35 人 9 人 12 人 12 人 192 人 

H28 19 人 27 人 23 人 31 人 23 人 35 人 9 人 11 人 12 人 190 人 

H29 19 人 23 人 20 人 33 人 22 人 31 人 11 人 9 人 11 人 179 人 

増 減 
+0 人 

-0 人 

+0 人 

-4 人 

+0 人 

-3 人 

+4 人 

-2 人 

+1 人 

-2 人 

+0 人 

-4 人 

+2 人 

-0 人 

+1 人 

-3 人 

+0 人 

-1 人 

+8 人 

-19 人 

▼協力事業所の登録状況 

 
 もぐさ あさかわ すてっぷ あいりん せせらぎ 多摩川苑 

いきいき
タウン すずらん かわきた 市外 合計 

H27 26 所 65 所 70 所 111 所 37 所 33 所 12 所 26 所 23 所 7 所 410 所

H28 26 所 84 所 71 所 108 所 42 所 36 所 14 所 30 所 26 所 9 所 446 所

H29 27 所 89 所 73 所 111 所 47 所 43 所 14 所 32 所 24 所 11 所 471 所

増 減 
+1 所

-0 所

+6 所 

-1 所 

+2 所 

-0 所 

+4 所

-1 所

+5 所 

-0 所 

+8 所

-1 所

+0 所

-0 所

+3 所

-1 所

+0 所

-2 所

+2 所 

-0 所 

+31 所

-6 所

▼その他の機関との連携状況 

日野警察署、日野消防署、日野郵便局、(株)日野環境保全の４機関にも事業開始当初

から協力をいただいています。 

 

「巡回中の見守り」 
など 

「郵便配達時の 
ポストの確認」など 

「ごみ出し確認」「希望者 
への声かけ収集」など 

「防火診断のための 
家庭訪問」など 

商店、事務所、医療機関等の中で協力意向をいただいた事業所の方々で

す。業務を通じて地域の高齢者と日常的に接する機会が多く、その問題

や異変を早期に発見して、地域包括支援センターに連絡します。 

地域にお住まいの協力者の方々です。地域包括支援センターからの

依頼を受けて、高齢者宅の訪問や、挨拶などの声かけを無理のない

範囲で行っています。 
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１-２-３ ふれあいサロン 

（１）取組の概要 

「見守り・声かけ」の活動を展開する中で、「登録を拒否する方や自宅に引きこもり

がちな方への対応が課題」「地域の高齢者が集まれるような場所をつくってはどうか」

といった声が出てきました。 

「ふれあい交流型」の取り組みは、このような声に応えるべく、いつでも気軽に立

ち寄れる「地域のたまり場」となるような場所をつくって、高齢者を含めた地域の多

様な人が集まって交流する中で「自然に見守りができている」状態をつくりあげるこ

とを目指しています。 

平成19年度から、交流の拠点となるような“場所”とその運営を担う“人”の両面

から立ち上げの支援を開始し、平成20年4月に第1号の「百草団地ふれあいサロン」

が正式オープンを迎えました。平成21年度からは、「日野市高齢者見守り支援ネット

ワークふれあい交流型実施要綱」にもとづき、高齢者とのふれあいをテーマにした既

存の活動についても補助金の交付などの支援を行っています。 

 

▼取組のイメージ 

 
  

居心地がいいから、今日も

買い物のついでにちょっと

寄ってみよう。 

最近１人で来ているあの人。今

日も来ていたら、ちょっと話し

かけてみようかしら。 

色々な人が出入りしていて

楽しそう。家の中にいると

気が滅入るからたまには外

に出てみようか。 

 

空き家・空き部屋・空き店舗など 

○交流を求めている高齢者が話し相手を見つけられる 

○いつも楽しそうな雰囲気で自宅にこもりがちな高齢者が行ってみたくなる 

○趣味の会や地域の活動グループの人たちの活動拠点となる 

自然な見守り・交流 

サロンの利用・参加 

顔見知り関係の構築 

友人関係の構築 

地域の高齢者 

立ち寄り お手伝い 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ等 

立ち寄り 

地域の高齢者 



 
 
 

12 

 

（２）取組の実績 

 平成 28 年度に続いて、今年度も 2 箇所のサロンが開設し、市内では全部で 10

箇所のふれあいサロンが活動を行っています。 

 新たに開設したサロンのうち１箇所は、市内 2 例目となる自宅を開放したサロン

で、徒歩圏内に地区センターや自治会館等が存在しない集会施設の空白エリアを

埋めるものとなっています。もう１箇所も 4 つの生活圏域の中で唯一サロンのな

かったひの圏域待望のサロンです。 

 3 月には各サロンのスタッフの交流と活動内容に関する情報交換や悩みの共有等

を目的として毎年開催している「ふれあいサロンスタッフ交流会」を開催し、新

規開設を目指す 1 団体も含む総勢 24 名が交流等を行っています。 

 戸建て住宅を活用したサロン（③～⑦、⑩）は 1 日平均 15 人前後、団地の集会

室や空き店舗を活用したサロン（①、②、⑧、⑨）は 1 日平均 20～40 人程度の

来訪者を集めています。 

 個別の来訪者数を見てみると、増加 3、横ばい 3、減少 2 となっており、3 年続

けて来訪者が減少しているサロンが 1 箇所存在します。 

 前年度のオープンした「平山ふれあいサロンひだまり」「平山ふれあいサロンソレ

イユ」の 2 箇所は来訪者数を大きく増やしており、開設から 1 年を経て活動が軌

道に乗ったことがうかがわれます。 

 

 

 

⑨ふれあいサロン万願荘【新規開設】 

会場：万願荘地区センター 

開催頻度：週 1回（金 11 時～16 時） 

⑩お茶にこんね【新規開設】 

会場：東豊田 1（個人宅） 

開催頻度：週 1回（月 11 時～15 時） 
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▼ふれあい交流拠点の活動状況 

 週４日以上のオープンなど高齢者の集まりやすさに対する配慮を求める。主に新

規に高齢者の居場所づくりに取り組む場合を想定。 
 

 ①百草団地ふれあいサロン 

（平成 20 年 4 月開設） 
②よりみちさくら 

（平成 21 年 6 月開設） 

③南平ふれあいサロン 

（平成 13 年 11 月開設） 

（平成 23 年 7 月ﾘﾆｭｰｱﾙ） 
場
所 

百草 999 

百草団地 281 号棟 116 番 

多摩平 2-6-1 

多摩平の森さくら集会所内 
南平 7-16-14 

体
制 

活動頻度：週 4～5 日 

常駐ｽﾀｯﾌ人数：2 人～ 

活動頻度：週 4 日 

常駐ｽﾀｯﾌ人数：2 人～ 

活動頻度：週 4 日 

常駐ｽﾀｯﾌ人数：2 人 

実
績 

ｵｰﾌﾟﾝ日：237 日 

来訪者：のべ 9,164 人 

ｵｰﾌﾟﾝ日：246 日 

来訪者：のべ 4,351 人 

ｵｰﾌﾟﾝ日：193 日 

来訪者：のべ 2,963 人 

 

   
 

 ④平山ふれあいサロンひだまり 

（平成 28 年 4 月開設） 
⑤平山ふれあいサロンソレイユ 

（平成 28 年 7 月開設） 

場
所 

平山 2-7-1 平山 3-12-1 

体
制 

活動頻度：週 4 日 

常駐ｽﾀｯﾌ人数：3 人～ 

活動頻度：週 4 日 

常駐ｽﾀｯﾌ人数：2 人 

実
績 

ｵｰﾌﾟﾝ日：189 日 

来訪者：のべ 2,991 人 

ｵｰﾌﾟﾝ日：195 日 

来訪者：のべ 3,058 人 
 

  
 ※各サロンの丸番号は 12 頁の図との対応を表す 
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▼ふれあい交流活動の活動状況 

 ふれあい交流拠点の基準には満たないが、自主的な運営により高齢者の交流の場

として機能しているような既存の活動を想定。 
 

 ⑥談話室ひなたぼっこ 

（平成 19 年 4 月移転） 
⑦南新井ふれあいサロン 

（平成 22 年 7 月開設） 

⑧お話サロン 

（平成 24 年 1 月開設） 

（平成25年度より助成開始） 
場
所 

大坂上 4-20-18 1 階 新井 650-2 
東平山 1-7-9 

平山住宅 9 号棟 1 階 

体
制 

活動頻度：週 4 日 

常駐ｽﾀｯﾌ人数：2 人～ 

活動頻度：週 3 日 

常駐ｽﾀｯﾌ人数：2 人～ 

活動頻度：週 1 日 

常駐ｽﾀｯﾌ人数：7 人 

実
績 

ｵｰﾌﾟﾝ日：190 日 

来訪者：のべ 1,450 人 

ｵｰﾌﾟﾝ日：140 日 

来訪者：のべ 1,748 人 

ｵｰﾌﾟﾝ日：40 日 

来訪者：のべ 975 人 

 

   
 

 ⑨ふれあいサロン万願荘 

（平成 29 年 6 月開設） 
⑩お茶にこんね 

（平成 29 年 7 月開設） 

場
所 

日野 844-7 

万願荘地区センター 
東豊田 1-5-53 

体
制 

活動頻度：週 1 日 

常駐ｽﾀｯﾌ人数：3 人～ 

活動頻度：週 1 日 

常駐ｽﾀｯﾌ人数：3 人 

実
績 

ｵｰﾌﾟﾝ日：35 日 

来訪者：のべ 958 人 

ｵｰﾌﾟﾝ日：37 日 

来訪者：のべ 455 人 
 

  
 ※各サロンの丸番号は 12 頁の図との対応を表す 
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▼ふれあいサロンスタッフ交流会の開催状況 

 サロンスタッフの意識向上を狙いとする情報提供と、おもてなしの技術向上を狙

いとするレクリエーション、具体の悩みや解決策について情報交換を図ることを

狙いとする交流タイムの 3 部構成で実施しました。 
 

開催日時 3 月 8 日（木）14：00-16：00 

開催場所 ひの煉瓦ホール 2Ｆ展示室 

参加者 

＜サロン関係者＞ 

8 つのサロンのスタッフ、サロン開設を検討している 1 団体の関係者 計 24 名 

＜事務局＞ 

日野市高齢福祉課、委託事業者     計 6 名 

プログラム 

１．情報提供 

・新たに開設したサロン等の概略紹介 

・書籍「マイパブリックとグランドレベル」の紹介 

２．レクリエーション 

・人と繋がる魔法の言葉「Yes, and」 

３．交流タイム 

・各サロンの活動状況の報告 

・茶話会（テーブル毎の情報交換） 

－自己紹介（名前／所属サロン／印象に残った活動紹介を 1 つ） 

－フリートーク 

４．全体発表 

・各グループのフリートークの内容を発表して情報共有 
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１-２-４ ちょこっと困りごとサービス 

（１）取組の概要 

見守り支援ネットワークの検討当初より必要性が指摘されてきた、ひとり暮らし高

齢者等の日常生活の「ちょっとした困りごと」をお手伝するべく、平成20年度からス

タートした取組です。 

対象者からの作業依頼の連絡を受けて、事業に登録するボランティア（「協力員」）

の方が活動を行っています（「協力員」の登録がない地域から作業依頼があった場合な

ど一部の依頼は受付窓口である「（社福）おおぞら」の職員が対応しています）。 

作業を行う際には、訪問先の高齢者の様子について気にかけてもらうようにしてい

ます。 

 

▼取組の基本的な流れ 

 

 

 

 

▼サービスを活用する場合のルール 

 

※平成 29 年度より、対象者の年齢を 70 歳以上から 65 歳以上へと拡大した 

  

・対象者 ：65 歳以上のひとり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯、障害者のみの世帯 

・作業内容：専門技術を必要としない概ね 30 分以内で終了する継続性のない作業 

（電球の交換、ブレーカー落ちの修復など） 

・利用料 ：１回 300 円（作業に係わる実費については別途利用者が負担する） 

・利用方法：（社福）おおぞらに直接電話で申込 

・受付時間：土日祝日年末年始を除く午前９時～午後５時 

ちょっとお願いしたい

作業があるのですが。 
対応可能 

対応不可 

ちょこっと困りごとサービスでの対応ができ

ない場合は、希望する内容に対応できるサービ

スが他にないかを調べて案内 
依頼者 

（社福）おおぞらから連絡を受けた「協力員」

が依頼者のお宅を訪問して作業を実施 

→概ね 30 分以内が目安 

→利用料は 300 円（作業終了時に支払い） 
（社福）おおぞら

（受付）です。 
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（２）取組の実績 

 協力員の人数に変更はなく、7 人体制で活動しています。 

 作業依頼の連絡は総数が前年度より減少しています。ただし、最も大きな変化は

「対応不可のもの」の減少であり実施内容が浸透してきていると捉えることもで

きるかも知れません。 

 実際の作業内容は「照明器具等の購入・交換」「家電、建具等の点検・修理」が多

く、過年度と同様の傾向が続いています。 

 

▼協力員の登録状況 

年度 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

協力員 

総数 
7 人 10 人 13 人 11 人 12 人 12 人 7 人 7 人 7 人 7 人 

増減 —— 
+4 人 

-1 人 

+3 人 

-0 人 

+1 人 

-3 人 

+1 人 

-0 人 

+0 人 

-0 人 

+1 人 

-6 人 

+1 人 

-1 人 

+0 人 

-0 人 

+0 人 

-0 人 

 

 

▼活動実績 

 依頼件数が大きく増加し、毎月平均して 23 件の依頼の電話が寄せられています。 

 ちょこっと困りごとサービスでは、そのうち 159 件、毎月平均 13 件を対応して

います。 

 作業内容は多い順に、照明器具等の購入・交換、家電、建具等の点検・修理、重

量物の移動（小型家具･粗大ゴミ等）、庭の手入れほかとなっています。上位 3 項

目は前年度と大きな変化はありませんが、平成 29 年度から対応できる範囲を拡

大した庭の手入れが大きく増加しています。 
 

年度 

依頼件数 その他の 

電話対応 

（問合せ等）
総数 作業実績 業者紹介 対応不可 

依頼取り

下げ 

平成 28 年度 276 件 159 件 56 件 24 件 23 件 14 件 

平成 28 年度 204 件 131 件 34 件 4 件 20 件 13 件 

【参考】平成 27 年度 221 件 139 件 34 件 15 件 15 件 18 件 

 

 

 

 

 

  

作業内容は多い順に、 

・ 照明器具等の購入・交換：60 件 

・ 家電、建具等の点検・修理：43 件 

・ 重量物の移動（小型家具･粗大ゴミ等）：28 件 
・ 庭の手入れ：21 件 ほか 
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１－３ 個別の取組の成果と課題 

1-2-1から1-2-4の取組毎に今年度の成果と課題を以下の通り整理しました。 

▼ふれあい訪問調査（はつらつ・あんしん調査）の成果と課題 

成果 

・65 歳以上 14,092 人、うち 75 歳以上 7,298 人という大勢の方から回答を得るこ

とができました。特に 75 歳以上の方については、約 9 割という高い回収率が続いて

おり、市内の高齢者の生活実態を把握する上で有効な方法となっています。 

・この高い回収率は 75 歳以上で未返送となっているお宅を訪問する民生委員の方々の

おかげですが、その訪問が民生委員と地域の高齢者との貴重な接点にもなっています。 

・平成 27、28 年度の 2 か年分の調査結果から地域毎の特徴を整理し、見守り支援ネ

ットワークの展開の基礎資料とすることができました（調査対象が奇数年齢となって

いるため 2 年 1 セットでの集計・分析を実施）。 

課題 

・約 75%という高い水準ではありますが、調査方法を郵送配布・郵送回収方式に変更

した平成 25 年度以降、全体の回収率の減少が続いています。 

・これは、一定数存在する回答拒否者に加えて新たに回答しなくなる人が発生している

状況であり、調査内容や方法に大きな変更がないことを考えると、2 年に 1 回という

高い調査頻度が調査への関心や協力意識を削ぐ要因になっていることが疑われます。 

対応案 

・回収率の向上とより良い調査の実施に向けて、回答傾向に大きな変動が見られない設

問の見直しや新しい設問の追加など調査内容の改善等を検討する必要があります。 

・今年度に実施した地域毎の特徴の整理は平成 29、30 年度の 2 か年分の調査結果が

揃った段階で実施することとし、平成 30 年度は今後調査のテコ入れを行うことを目

途に、データの新たな活用方策を含めた参考事例の収集や改善策の検討を進めます。 

 

▼「見守り・声かけ」の成果と課題 

成果 

・対象高齢者、ふれあい見守り推進員ともに新規の登録があり、約 180 人の推進員が

約 90 人の対象高齢者とご近所の様子を見守る大きなネットワークとなっています。 

・協力事業所については、近年多くの地区で登録数が継続的に増加しており、次年度に

は合計 500 事業所に届きそうな勢いです。 

・前年度と同様に、地区連絡会のマンネリ化対策と、推進員のやる気や技術の向上等を

狙って、3 包括の地区連絡会において気にかけ運動の PR 等を実施しました（3-2-2）。 

課題 

・一定の新規登録がある一方で、それを上回る登録廃止があり、対象高齢者、推進員の

減少が続いています。 

・新規の登録が続く協力事業所についても、全体の数が増えた分「登録したけれど役割

を忘れている」「登録したことを忘れている」所も増えているという指摘があります。 

・今年度は、一定以上の登録年数となる推進員、協力事業所へ感謝状の贈呈を行い、長

年の協力に対して御礼を伝えるとともに、活動内容のリマインドと引き続きの協力の

お願いをしたところですが、より多くの人にこうした働きかけが必要です。 

対応案 

・包括多摩川苑では、犬の散歩で地域を回る人達にご近所の様子を気にかけていただく

「わんわん見守り隊」を立ち上げています。ふれあい見守り推進員という位置づけで

はありませんが、これは対象高齢者のいない未マッチングの推進員が周りの様子を気

にかけるのと同じ取組です。 

・対象高齢者、ふれあい見守り推進員の減少が続く一方、このような新たに見守り・声

かけの活動自体に協力したい／協力できるという方もいることから、多摩川苑地域の

取組等を参考に協力が得られそうな方々に対して地域包括支援センターが声をかけや

すい、協力を得やすい形を確立することが考えられます。 
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▼ふれあいサロンの成果と課題 

成果 

・2 年連続で新しいふれあいサロンが 2 箇所誕生しました。うち 1 箇所は 4 つの生活

圏域の中で唯一サロンのなかったひの圏域待望のサロン、もう 1 箇所は豊田圏域の集

会施設の空白地域を埋める自宅を開放したサロンです。 

・前年度にオープンした 2 サロンの来訪者が大きく増加し、活動が軌道に乗っています。 

・全体では、来訪者数が減少から前年度は半数のサロンで来訪者数が減少していました

が、増加または横ばいに転じたサロンが多くなっています。 

・ふれあいサロンの数が増えたことで、スタッフ交流会での情報交換がより活発となり、

参加者の評価がとても高くなっています。 

課題 

・今年度は集会施設及びふれあいサロンの空白エリアに新規サロンを開設することがで

きましたが、地域的な偏りがまだ存在します。 

・サロンの数がここまで増加し、またサロンの新規開設に関する相談・問合せも多い状

況では、これまでのように相談者のやる気や企画の内容といった基本的な事項だけで

なく、地域的な偏り等のその他の視点も加味した審査が必要となっています。 

・スタッフ交流会については、接客法等の勉強会、困っていることも相談できるような

話し合いなど、より改善に結びつくような内容を希望する声も出ています。 

・前年度に試行した“カルタ”づくりを応用して、サロン運営のコツをまとめた虎の巻

を完成させることができませんでした。 

対応案 

・増加する相談・問合せに対応し、サロンの新規開設を適切に誘導するため、“場所”と

“人”の双方について、近くにサロンや集会施設がないか、活動実績のある団体が他

にないかといった視点を加えた審査基準を作成することが考えられます。 

・スタッフ交流会では、飽くなき向上と虎の巻の材料収集を目指して、情報交換だけで

なく、外部からの情報提供や課題に関する話し合いなども実施していきます。 

 

▼ちょこっと困りごとサービスの成果と課題 

成果 

・毎月平均 20 件以上の依頼の電話があり、このうち 13 件程度に対応することができ

ました。 

・作業実績の内訳を見てみると、「照明器具等の購入・交換、家電」「建具等の点検・修

理」「重量物の移動（小型家具・粗大ゴミ等）」という従来からの主要な依頼内容に加

えて、対応できる範囲を拡大した庭の手入れの件数が大きく増加しています。 

・サービス対象者の範囲拡大、協力員の対応範囲の拡大という事業改善の取組やサービ

スの PR の成果によって相談件数、作業実績が大きく増加していると考えられます。 

課題 

・依頼件数や作業実績は増加していますが、サービス対象者である 65 歳以上のひとり

暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯、障害者のみの世帯の数を考慮すると、まだ一部

の人だけが利用している状況です。 

・依頼件数が増加したのにあわせて「対応不可」件数なども増加しています。「業者紹介」

「対応不可」「依頼取り下げ」をあわせると、依頼件数の 4 割弱を占めており、サー

ビス対象者のニーズ応えるためには対応できる範囲を拡大する必要があります。 

・新しい協力員の募集を行っていますが、新規の登録がなく、長年活動を続けている協

力員からは「だんだん高い所の作業が怖くなってきた」「耳が遠くなって電話の聞き取

りが難しくなった」等の声が聞かれるのは前年度から継続する課題です。 

対応案 

・今回、庭の手入れの実施内容の範囲を拡大したように、今後も関係者と相談しながら

サービスの中で対応できる内容を少しずつ拡大していきます。 

・利用者数の拡大については、急激に広がると現状の協力員数では対応できなくなるこ

とが予想されるため、一定の地域毎に取組の PR と協力員の募集を同時に実施するな

どニーズと協力員の掘り起こしを同時に進める方法などが考えられます。 
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第２章「気にかけ運動の展開」 

２－１ 気にかけ運動の概要 

見守り支援ネットワークでは、対象高齢者とふれあい見守り推進員をマッチングし

た１対１の見守り・声かけを中心に活動を広げてきました。しかし、事業開始から数

年が経過し、「登録を拒否するが心配な高齢者がいる」「他にも目が行き届いていない

高齢者がいる」といった課題が明らかになってきたことから、見守る相手を特定せず

に広く身の回りを対象とする“気にかけ”を 登録を要せず誰でも気軽に参加できる“運

動”として始めようというのが「気にかけ運動」の出発点です。 

この「気にかけ運動」は、見守る側－見守られる側の立場を超えて、地域の中でお

互いに“気にかける”向こう三軒両隣の関係を再構築することを目指しています。日

頃からお互いに気にかけあっていれば、相手の様子の変化に気付いてあげられるだけ

でなく、日常のちょっとした困り事や災害時に助け合える関係にもつながります。ま

た、心配な方を適切なタイミングで支援につなぎ、悲しい事件を未然に防ぐ特効薬と

なることも期待されます。 

普段の挨拶やちょっとした機会に声をかける、そんなことから「誰もが安心してい

きいきと暮らせるまちづくり」始めてみませんか？ 

▼現在の取り組み内容 

 向こう三軒両隣の関係の再構築に向けたステップを以下の通り設定し、「“気にか

け”運動 地域展開の手引き」等を用いて各地域に周知を図っています。 

  
① 見ざる 言わざる 聞かざる からの脱却 

まずは、周りの方を緩やかに“気にかけ”て、深刻な状況になる前に適切なサービスにつ

なげること、そのために高齢者等のちょっとした異変を発見して、速やかに地域包括支援セ

ンターに連絡が入る体制を目指しましょう。 

② 一歩踏み込んだ地域づくり 

これだけでは足りない／もっとできそうだと思ったら、上記からさらに一歩踏み込んだ活

動を展開している地域の事例を参考に、どんなことができそうか地域の中で話し合ってみま

しょう。   例）地域の中で“気になる”方を 見守る 仕組みをつくる 

       例）高齢者が集まる地域の拠点（サロン）をつくる 

       例）地域の中で困っている方を支える仕組みをつくる 

   

③“向こう三軒両隣”のお付き合いへ 

日頃からお互いに気にかけあっていれば、相手の様子の変化に気付いてあげられるだけで

なく、日常のちょっとした困り事や災害時に助け合える関係にもつながります。また、心配

な方を適切なタイミングで支援につなぎ、孤立死のような悲しい事件を未然に防ぐ特効薬と

なることも期待されます。目指しているのは、このような“向こう三軒両隣”の再構築です。 
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２－２ 地域展開の実施状況 

前年度は、これまで地域からの要望に対応した出張説明を中心とする取組から、一

定のエリアを「モデル地区」として設定し、こちらから広く地域に参加を呼びかけて

説明会を開催するという新しい取組を試行しました。 

平成29年度は、前年度の取組を踏襲し、他の地区でも展開可能な説明会・勉強会の

基本形をつくることを目標に勉強会を企画・開催しました。 

また、「モデル地区」への展開とあわせて、これまでも継続して地区別勉強会の開催

（既存の協力者に対する出張説明）、個別相談への対応も実施しています。 

 

▼取組の内容 

取組項目 内容 実施・開催実績 

１．モデル地区 

への展開 

・前年度に抽出した南平地区（南平 1～9 丁目）

を対象に、「気にかけ運動」への参加を後押

しする勉強会を開催 

・南平地区勉強会①の開催 

・南平地区勉強会②の開催 

２．地区別勉強 

会の開催 

・見守り支援ネットワークの既存の協力者に対

して、各地区の連絡会等の機会を通じて「気

にかけ運動」に関する情報提供を実施 

・いきいきタウン地区連絡会 

・あいりん地区連絡会 

・かわきた地区連絡会 

３．個別相談 

への対応 

・毎月 15 日（土・日・祝日の場合は翌平日に

振替）を“相談日”と定めて、市役所窓口に

て気にかけ運動に関する質問や相談に対応 

・4 件の相談対応 
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２-２-１ モデル地区への展開 

（１）取組の概要 

前年度は、モデル地区に選定した南平地区の自治会役員の方々を主対象に、「気にか

け運動」に関する説明会を開催しました。説明会の開催をきっかけに意欲的な複数の

自治会から具体の活動の進め方について相談が来たところですが、「役員交代が多いう

ちではできなそう／難しそう」という組織が多かった（意識の壁）、所属組織を離れて

「こんなことをやってみたい」と積極的に発言する人が少なかった（担い手の壁）と

いう課題がありました。 

そこで平成29年度は、上から（自治会組織へ）のアプローチではなく、下から（実

際の担い手となる地域住民へ）の働きかけを目標に展開を図りました。具体的なプロ

グラムは、これまでに開催した勉強会の中で多かった「見守りの具体的なやり方が知

りたい」「サロンをやってみたい」というニーズを踏まえて、まず見守り・声かけの基

本的な方法を学び、その内容を踏まえて具体の活動目標を検討するという全2回のプロ

グラムを作成しました。勉強会を2回に分割したのは、前年度に地域住民から「いきな

りのグループワークは難しい」との指摘があったこと、複数回参加することで参加者

同士のつながりが生まれるのを期待していることも狙いの1つとなっています。 

 

▼勉強会の狙い 
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（２）取組の実績 

 1 回目の勉強会は、日野警察署、日野消防署から講師を招いて、安否確認や緊急

対応等の実例に聞きながら、見守り・声かけのやり方やもしもの時の連絡方法を

身につけていただくプログラムとしました。 

 2 回目の勉強会は、市内で優れた取組を行う 3 団体の代表者を招いて、実際の活

動に触れることで、自分達だったらどんなことができるかを考えていただくプロ

グラムとしました。 

▼南平地区勉強会① 

開催日時 11 月 29 日（水）13：30-16：00 

開催場所 南平駅西交流センター会議室１（平山 4-18-1） 

参加者 

＜地域住民等＞ 

地域住民、日野市社会福祉協議会   計 13 名 

（地域住民の内訳は自治会7 名（3 自治会）、老人クラブ1 名、民生委員1 名、個人3 名） 

＜ゲスト＞ 

日野警察署、日野消防署    計 2 名 

＜事務局＞ 

包括すずらん、高齢福祉課、委託事業者  計 5 名 

プログラム 

１．高齢福祉課の取組“気にかけ運動”等に関するご説明 

２．ご近所を気にかけるポイントの紹介 

・“気にかけ運動ワークブック”を用いたポイント紹介 

・日野警察署による安否確認と詐欺被害防止のポイント紹介 

・日野消防署による緊急対応のポイント紹介 

３．情報交換・質問タイム 

・地域での悩み事や取組内容に関する情報交換 

・説明内容に関する質疑応答 

４．まとめ 

・全体での発表 

・“気にかけ運動ワークブック”の使い方に関する補足説明 

▼当日の様子 

  
 ゲストによるポイント紹介と質疑応答の様子 
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▼南平地区勉強会② 

開催日時 1 月 30 日（火）13：30-16：00 

開催場所 南平駅西交流センター会議室１（平山 4-18-1） 

参加者 

＜地域住民等＞ 

地域住民、地域外住民等、日野市社会福祉協議会 計 11 名 

（地域住民の内訳は自治会 4 名（3 自治会）、民生委員 1 名、個人 2 名） 

＜ゲスト＞ 

高幡台団地手と手の会（布施氏）、平山二丁目ふれあいサロンソレイユ（駒井氏）、 

西宮下自治会ふれあい見守り推進委員（太田氏） 計 3 名 

＜事務局＞ 

高齢福祉課、委託事業者    計 4 名 

プログラム 

１．はじめに 

・アイスブレイク 

・ゲスト 3 団体の活動概要の紹介 

２．活動のポイントの紹介 

・ゲストの方々より予め依頼していた質問項目をもとに活動を紹介 

３．情報交換・質問タイム 

・ワールドカフェ形式の話し合いを実施（ゲストを「こちらから訪問する取組」

と「こちらに呼び込む取組」の 2 組に分け、テーブルに移動してもらった） 

３．まとめ 

・全体での発表、補足説明 

▼当日の様子 

  
 ゲストによる活動紹介の様子  ゲストを囲んでの話し合いの様子 
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２-２-２ 地区別勉強会の開催 

（１）取組の概要 

地域包括支援センターが民生委員、ふれあい見守り推進員を対象に開催する地区連

絡会の場に出張して「気にかけ運動」に関する情報提供を行いました。 

この地区別勉強会は、民生委員およびふれあい見守り推進員という既存の協力者に

対する研修の機会となること、さらに民生委員、ふれあい見守り推進員を通じて地域

のその他の住民へ情報が伝わることを意図するものです。 

平成27年度はすずらん、あいりんの2地区、平成28年度はいきいきタウン、もぐさ、

多摩川苑の3地区で開催した地区別勉強会ですが、平成29年度はあいりん、いきいき

タウン、かわきたの3地区で開催しました。2回目の開催となるあいりん地区、いきい

きタウン地区では、「地区の見守り度」や「見守り支援のチェックリスト」など実践の

ための新しいツールの紹介を行っています。 

 

（２）取組の実績 

 各地域包括支援センターのリクエストや地域の状況に応じて、以下の通りプログ

ラムや説明内容を少しずつ変えて実施しています。 

▼包括いきいきタウン地区連絡会 

開催日時 9 月 21 日（木）10：30～12：00 

開催場所 平山李重ふれあい館 3F 会議室 

参加者 

＜地域住民＞ 

民生委員、ふれあい見守り推進員   計 10 名 

＜事務局＞ 

包括いきいきタウン、高齢福祉課、委託事業者 計 5 名 

プログラム 

※連絡会の時間の一部を使って以下のプログラムを実施 

１．地区の現況を確認する 

・場所場所で異なる人口構成 

・はつらつあんしん調査の結果 

・昨年度の連絡会で出た課題のおさらい 

・あなたの地区の見守り度は？【作業】 

２．見守り支援の「意識」と「知識」と「技術」 

・意識：「お付き合いの流儀」チェックシート 

・知識：見守り支援のチェックリスト 

・技術：自分の地区で上記のチェックリストの項目の確認ができるか【話し合い】 

３．見守り支援の輪を広げる 

・「意識」のある人を見つけましょう 

・「意識」のある人に「知識」を伝えましょう 

・「知識」を持った人は「技術」を磨きましょう 

  



 
 
 

27 

 

 

▼包括あいりん地区連絡会 

開催日時 10 月 24 日（火）13：30～15：00 

開催場所 日野市役所 501 会議室 

参加者 

＜地域住民＞ 

民生委員、ふれあい見守り推進員   計 19 名 

＜事務局＞ 

包括あいりん、高齢福祉課、委託事業者  計 9 名 

プログラム 

※連絡会の時間の一部を使って以下のプログラムを実施 

１．地区の状況のおさらい 

・場所場所で異なる人口構成 

・はつらつあんしん調査の結果 

・昨年度の連絡会で出た課題のおさらい 

２．自分が住む・担当する地区の課題を考える 

・地域毎の情報交換【グループワーク】 

３．おわりに 

・あなたの地区の見守り度の紹介 

・見守り支援のチェックリストの紹介 

・気にかけ運動の中でお願いしたいこと（取組の方向性）の紹介 

・気にかけ運動相談日の紹介 

 

▼包括かわきた地区連絡会 

開催日時 3 月 12 日（月）15：00～16：30 

開催場所 平山住宅 9 号棟 1F 集会室 

参加者 

＜地域住民＞ 

民生委員、ふれあい見守り推進員   計 12 名 

＜その他＞ 

包括かわきた、高齢福祉課、委託事業者  計 5 名 

プログラム 

１．見守り支援ネットワークに関するおさらい 

・見守り支援ネットワークの狙い 

・現在の活動内容 

２．気にかけ運動の紹介 

・気にかけ運動の狙い 

・気にかけ運動の 3 つのステップと各取組の例 

３．地域状況に関する情報交換 

・かわきた地区の特徴の紹介 

・地域の困り事等を全体で情報交換【話し合い】 

４．おわりに 

・気にかけ運動にご協力ください（実施項目案や相談日の紹介） 
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▼説明内容（抜粋） 

  
 イントロダクション 

 （地区と人口ピラミッドの組合せのクイズ） 

 前回勉強会の振り返り 

 （地区毎の課題や資源の確認） 

  
 地域を点検する視点の紹介 

 （見守り度チェックシート） 

 気にかけ運動の取組例の紹介 

 （項目毎に 2 段階を提示） 

  
 取組を助けるツールの紹介 

 （見守り支援のチェックリスト） 

 最後に気にかけ運動相談日をＰＲ 
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２-２-３ 個別相談への対応 

（１）取組の概要 

「気にかけ」運動に関心があるけれどまだ仲間がいない、説明会を開く前に話を聞

いてみたい、あるいは既に活動しているけれどあまりうまくいっていないという方々

が気軽に相談ができるよう、毎月15日を“相談日”と定め、市役所に専門家が常駐し

て対応する体制を整えています。 

▼“相談日”の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）取組の実績 

 「どんなことをすれば良いか分からない」という悩みではなく、「サロンを開設し

たいがどうしたら良いか」という具体的な相談が 4 件ありました。 

 相談者は、地域での活動実績がある団体、市外での活動実績がある団体、地域の

有志、学生グループで、関係機関や庁内他部署からの紹介により来訪しています。 

 4 組の相談者のうち、1 組が実際にサロンを開設したほか、もう 1 組も 4 月にサ

ロンを開設予定となっています。 

▼相談対応のために作成する資料の例 

    



 
 
 

30 

２－３ 地域展開の成果と課題 

各地域での取組の状況を踏まえて今年度の成果と課題を以下の通り整理しました。 

 

▼地域展開の成果と課題 

成果 

・モデル地区として前年度から継続して南平地区に関わったため、気にかけ運動の趣旨

や基本的な取り組みの紹介ではなく、もう一歩踏み込んだプログラムを実施すること

が出来ました。 

・第１回の勉強会では「気にかけ運動ワークブック」を作成しこれを配付したほか、第

２回の勉強会では前年度に計画した先進的な活動をする団体の紹介・交流を行いまし

た。特に貴重な情報交換の場となった第２回はとても盛り上がるものとなりました。 

・地区別勉強会での情報提供については、もともと意識の高い方が集まる場であるため

地域に関する情報交換・意見交換の呼び水として機能しているほか、民生委員の交代

や推進員さんの新規登録もあるため継続した情報発信が重要という指摘もあります。 

・気にかけ運動相談日には、「サロンをやりたい」というやる気を持った方々からの具体

的な相談が寄せられるようになってきており、実際にサロンの開設にも結びついてい

ます。 

課題 

・南平地区では、各自治会等へ開催案内の回覧を依頼しましたが、実際には前年度の勉

強会にて「先行的に活動する団体」として紹介した自治会の関係者の参加が多く、実

際の担い手となる一般の地域住民へのアプローチという狙いを十分に達成することが

できませんでした。 

・これは回覧の期間に余裕がなかったことも 1 つの要因ですが、勉強会の敷居が高いた

め“わざわざ話しを聞きに行こう／相談に行こう”という人が少ないことが大きな理

由として考えられます。 

・地区別勉強会については、新たな民生委員、推進員への情報提供、さらに継続して情

報発信をすることで参加者の周辺への波及という効果が期待できる一方、繰り返し話

を聞くことになる方々の興味を引くような新しい情報を提供することが常に求められ

ています（今年度は気にかけ運動ワークブックの内容の一部抜粋等を紹介しました）。 

・気にかけ運動相談日については、自分たちで色々と調べてふれあいサロンを知った、

相談日を知ったという方々からの相談が集まる一方、当初想定していた「関心がある

けれど仲間がいない／何をしたら良いか分からない」といった方々の受け皿となって

おらず、勉強会と同様に一般の地域住民へのアプローチが課題となっています。 

対応案 

・モデル地区での勉強会、地区別勉強会、気にかけ運動相談日という枠組みは継承しな

がら、それぞれの取組のターゲットの見直しを行い、効果的な事業展開を図ります。 

・最も大きな課題となっている一般の地域住民へのアプローチについては、“エリア毎に

集中的に展開する”というコンセプトはそのままに、“敷居の高い勉強会”ではなく、

もう少しライトな情報発信を地域懇談会や地区連絡会等の様々な機会・レイヤーで実

施していくことが考えられます（情報発信の内容の改善は 3-3 を参照のこと）。 

・気にかけ運動相談日については、より多くの方が相談に訪れるように、やる気や関心

をお持ちの方の手の届くところに情報を届けることを目途に、上で実施する情報発信

に加えて、ニューズレターやパンフレット等を目につく場所に設置することが考えら

れます（広く緩やかに情報提供を行って、相談日で対応する）。 

・勉強会については、既に様々な活動を展開している意欲の高い自治会等の“もう一歩

進めたい”“一般の住民にも気にかけ意識を広げたい”というより専門性の高いニーズ

に応えることを目途に第２回の勉強会で実施したプログラムを継続していくことが考

えられます。 
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第３章「ネットワークへの総合的支援」 

３－１ 検討の進め方 

平成27年度にモデル地区での試行から10年を迎え、見守り支援ネットワークの次

の10年の形を構築することが大きな課題となっています。平成28年度からは、「気に

かけ運動」を入口として、見守り・声かけやふれあいサロンといった複数の取組がバ

ラバラに動いている状況から、地域の中で様々な活動に取り組む方々が連携しながら

動いている形＝統合型のネットワークへ転換することに取り組んでいるところです。 

平成29年度は、他の地区でも展開可能な説明会・勉強会の基本形をつくることを目

標に、前年度の課題を踏まえたモデル地区における気にかけ運動の展開に取り組みま

した。 

この取組は、まず地域包括支援センターと高齢福祉課で構成する「見守り支援ネッ

トワーク検討部会」にて基本的な方向性を確認した後、モデル地区での勉強会の内容

を具体的に検討する中でブラッシュアップを図り、年度末に改めて「見守り支援ネッ

トワーク検討部会」の中で実施内容を検証し今後の方向性を検討することとしました。 

 

▼実施スケジュール 

開催時期 取組項目 内容 

平成 29 年 

7 月 18 日 

平成 29 年度第 1 回見守り支援 

ネットワーク検討部会 

・平成 28 年度の活動方針について 

・平成 28 年度のスケジュール（案）に

ついて 

10～11 月 

モデル地区への展開の準備① 

 

・南平地区勉強会①の開催内容について 

・同 開催案内の配付について 

12～1 月 

モデル地区への展開の準備② 

 

・南平地区勉強会②の開催内容について 

・同 開催案内の配付について 

平成 30 年 

3 月 14 日 

平成 29 年度第 2 回見守り支援 

ネットワーク検討部会 

・聞き書きワークショップ～サロンらし

さをカルタにしてみよう  ほか 

  

地域包括支援センターいきいき

タウンとの調整② 

地域包括支援センターいきいき

タウンとの調整① 
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３－２ 検討の実施状況 

３-２-１ 検討部会の開催 

（１）取組の概要 

「見守り支援ネットワーク検討部会」は、見守り支援ネットワークの作戦本部的な

機能を持つ場として平成26年度に立ち上げた会議です。メンバーは地域包括支援セン

ターと高齢福祉課で構成し、見守り支援ネットワークの活動方針を検討するほか、各

地域の取組状況の共有などを行っています。 

 

 

（２）取組の実績 

 平成 29 年度は、以下の通り計 2 回の検討部会を開催しています。 

▼平成 29 年度第 1 回見守り支援ネットワーク検討部会 

開催日時 7 月 18 日（火）10：00-12：00 

開催場所 日野市役所 301 会議室 

参加者 

＜包括支援センター＞ 

9 包括の相談員    計 10 名 

＜事務局＞ 

日野市高齢福祉課、委託事業者  計 4 名 

プログラム 

０．開会 

【報告事項】 

１．高齢福祉課からの報告 

２．各包括からの報告（地域内の主な動き） 

【検討事項】 

１．平成 29 年度の活動方針について 

２．平成 29 年度のスケジュールについて 

３．その他 

決定事項 

 資料に記載した活動方針とスケジュールの案を以下の通り確認した。 

（１）見守り声かけのネットワークについて 

・登録者数の拡大に向けて、はつらつ・あんしん調査の改善や、やる気のない／

活動していない推進員の実態（実働人数）の把握などを実施する。 

・既存協力者に対して、モチベーションの維持と役割のリマインドを兼ねて表彰

（功労者への感謝状の授与）を行う。 

（２）ふれあいサロンについて 

・新規開設支援と既存サロンの運営支援を継続して行うこととし、新規開設希望

に関する情報共有を図る。 

（３）気にかけ運動について 

・包括すずらんの担当地域を対象に地域展開のモデルの確立を図る。 

・気にかけ運動相談日については相談者のモデルとなるような活動を１つつくる

ことを目途に支援を継続する。 
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▼平成 29 年度第 2 回見守り支援ネットワーク検討部会 

開催日時 3 月 14 日（水）10：00～12：00 

開催場所 日野市役所 503 会議室 

参加者 

＜包括支援センター＞ 

9 包括の相談員    計 9 名 

＜事務局＞ 

日野市高齢福祉課、委託事業者  計 4 名 

プログラム 

０．開会 

【報告事項_平成 29 年度の活動実績について】 

１．高齢福祉課からの報告 

２．各包括からの報告（地域内の主な動き） 

【検討事項_次年度の取組の方向性について】 

１．気にかけ運動の地域展開の方策 

２．平成 30 年度のスケジュール 

３．その他 

決定事項 

 今年度の活動を振り返り、課題と対応の方向性を確認した。 

（１）気にかけ運動の地域展開の方策について 

・もっと気軽な内容で薄く広く運動を展開することを念頭に、以下のような取組

の実施を検討する。 

 －認知症月間や地域懇談会等の機会を利用した PR 

 －気にかけのチェックリストの配付 

 －既にやっている人とつながる・認定する取組 

 －サロン等に関する情報提供 

（２）平成 30 年度のスケジュールについて 

・検討部会の中で課題と対応を共有しながら見守り支援ネットワークの各取組を推

進していく。 

・ミニ講座・ミニ学習会等の小さな働きかけを随時実施していく。 

（３）その他の取組について 

・見守り・声かけ関連の様式の改善を図る。 
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３-２-２ モデル地区への展開の準備 

（１）取組の概要 

気にかけ運動を入口にして見守り支援ネットワークのその他の活動の活性化や統合

型のネットワークの構築を図ることを目指して、気にかけ運動勉強会に集まった意欲

の高い方が将来的にふれあい見守り推進員やふれあいサロン、あるいはこれに類似す

るような一歩進んだ地域づくりの活動を始める後押しとなるよう、勉強会のプログラ

ムや資料の作成を行いました。 

 

 

（２）取組の実績 

 過去の勉強会で多かった「見守りの具体的な方法が知りたい」というニーズを踏

まえて、住民流福祉総合研究所作成の「ご近所福祉活動手帳・サポート手帳」、兵

庫県社会福祉協議会作成の「見守り活動サポートブック」などの先進事例を参考

に、ふれあい見守り推進員さんと同等の知識や技術を身につける手助けとなる「気

にかけ運動ワークブック」を作成しました。 

 勉強会に参加した方々が集まって、ふれあいサロンや一歩踏み込んだ地域づくり

を始める後押しをするために、市内で先駆的な活動をしている団体の代表者から

話を聞き、学んだ内容についてすぐに質問や意見交換ができるような座学と交流

をセットにしたプログラムを実施しました。 

 

 
   

気にかけ運動 

ふれあいサロン 

見守り・声かけ 

ちょこっと困りごと 

対グループ：先駆者との交流の機会 対個人：気にかけ運動ワークブック 
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▼気にかけ運動ワークブックの概要（南平地区勉強会①配付資料） 

  
地図を使ったワークによる意識改革（左）から始まり自分なりの目標設定（右）で終わる構成としました 

  
ワーク（左）とその解説（右）を上下の見開きで掲載し、順番に進めていくことで 

何をどのように気にかければ良いか、万一の時にどう対応すれば良いかを自習できるよう配慮しました 

  
後半は実践編として、自分なりの活動記録や連絡表をつくれるような頁を用意しました 
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▼先駆者との交流の機会の概要（南平地区勉強会②実施内容） 

 

 

堅苦しいものとならないようクイズ番組を模した形式でゲストの方々に活動紹介をしていただきました 

（ゲストの方々の背後に映し出した上記の質問（事前に伝達済）について手元のパネルを使って回答） 

 

 
例えば、「④活動を始める際に苦労したこと」では、「緊急対応・安全対策」と書かれたパネルを立てて 

具体的にどんな対策を取っているのかを口頭で詳しく説明していただきました 

  

ゲストの方々に応えていただいた項目は… 

① 活動のきっかけ 

② 活動の対象や狙い 

③ 活動の特徴や自慢の取組 

④ 活動を始める際に苦労したこと 

⑤ 仲間の集め方 

⑥ 自治会等他団体との関係 

⑦ 現在の悩み／今後の目標 

隣の二丁目に先行してできていたサロン

から色々と教えてもらったり、手伝っても

らったりとお世話になったので、特に苦労

したことはありません。 

ただし、来る方はみな高齢なので、事故が

起こらないように、あるいは起こった時ど

うするかは気を付けています。 

具体的には… 
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３－３ 検討の成果と課題 

ネットワークの課題解決のための検討の実施状況を踏まえて今年度の成果と課題を

以下の通り整理しました。 

 

▼ネットワークの課題解決のための検討の成果と課題 

成果 

・見守り支援ネットワークの活性化や統合型のネットワークの構築に向けて、「気にかけ

運動ワークブック」と先駆者との交流の機会という新しいコンテンツを開発すること

ができました。 

・各地域包括支援センターでも、「わんわん見守り隊」（1-3 参照）や「ほっこりひろば」

（包括が自ら主催するサロン活動）といった新しい取組が始まっています。一般の地

域住民とふれあい見守り推進員、ふれあいサロンといった既存の取組の間をつなぐこ

れらの取組も見守り支援ネットワークの活性化や統合型のネットワークの構築に寄与

するものです。 

課題 

・気にかけ運動を入口にして見守り支援ネットワークの活性化や統合型のネットワーク

を構築するという意識が強くなりすぎ、気にかけ運動の一番の狙いである“より多く

の人に気にかけ意識を持ってもらう”ための働きかけが不足する結果となりました。 

・気にかけ運動を展開する方策については、検討部会の中でも「もっと気軽な内容で薄

く広く運動を展開」すべきという意見が多く出されたところです。 

・近年、都市計画課による空き家活用、社会福祉協議会によるひの健幸貯筋体操や地区

社協など見守り支援ネットワークと関連の深い取組が活発になってきています。今年

度もいくつかの団体を支援する中で関わることがありましたが、より緊密な連携・情

報交換を行っていく必要があります。 

対応案 

・これまでに開発した意欲の高い方々に働きかけを行うコンテンツへつなげていくため

に、気にかけ運動の間口を広げてより多くの方々に気にかけ意識をもっていただくこ

とが重要となります。 

・そのためには、例えば認知症徘徊高齢者 SOS ネットワークの中で運用するメール配

信サービスのような仕組みを活用し、①まず様々な機会・レイヤーを利用してメール

配信サービスの登録をＰＲする（2-3 参照）、②メール配信サービスを通じて気にか

けのポイント等を定期的に情報発信する、③さらに意欲の高い人向けには勉強会やそ

の他の支援制度等の案内を行うといった展開が考えられます。 

・検討部会については、見守り支援ネットワーク全体の運営方法の改善や、「わんわん見

守り隊」「ほっこりひろば」等の各地域包括支援センター独自の取組の情報共有、さら

には都市計画課、社会福祉協議会等との連携・情報交換を進めるために今後も継続し

て開催していきます。 

 

気にかけ運動（一般の地域住民） 

協力者 

（有志） 

①②気にかけ意識を広める 

→様々な機会を捉えたＰＲ 

→気軽に参加できる仕組み 

→定期的な情報発信 

（メール配信サービス等） 

③-1 意欲の高い人を後押しする 

→相談日や勉強会（交流の機会）の開催 

→支援制度の案内 

（そのための①②の対象への情報発信） 

→各包括独自の取組の推進 

③-2 既存の取組・団体を活性化する 

→他団体との交流の促進 

→気にかけ運動ワークブック等を用いた研修 

→新しい仲間を集めるＷＳ等の開発 





 

39 

第４章「事業ＰＲの実施」 

４－１ 事業ＰＲの進め方 

見守り支援ネットワークは、社会的にも孤立しがちな高齢者を地域での支えあいを

通じ見守り、支援することによって「安心していきいきと暮らせるまち」づくを目指

すものです。こうした支えあいには市民の理解と協力が不可欠であることから、見守

り支援ネットワーク関係者に配布する「ニューズレター」を通じた事業の経過報告と、

「広報ひの」や市民活動フェアや地域懇談会への参加等を通じた不特定多数の一般市

民に対する普及・啓発のＰＲの2本柱で事業のＰＲを実施してきました。 

平成29年度は「ニューズレター」の作成・配布を継続して実施したほか、気にかけ

運動の展開の中で、南平地区を対象に地域住民に対する情報提供を行いました。 

 

▼事業ＰＲの実施内容 

発行／開催時期 取組項目 内容 

平成 29 年 

10 月 

南平地区における気にかけ運動勉

強会①の開催案内 

・ご近所を見守り・声かけするポイントを

学ぶ勉強会を開催します！  

12 月 南平地区における気にかけ運動勉

強会②の開催案内 

・見守り活動や交流活動の先駆者の話を 

聞いてみよう！ 

平成 30 年 

4 月 

ニューズレター（第 29、30、31

号）の発行 

・特集「市内の「サロン活動・サークル活

動」の事例をご紹介します！」 
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４－２ 事業ＰＲの実施状況 

４-２-１ 南平地区における気にかけ運動勉強会の開催案内 

（１）取組の概要 

南平地区において気にかけ運動勉強会を開催する際に実施した開催案内の通知も、

広義には見守り支援ネットワークの協力者以外の一般の地域住民を対象にしたPRの

１つと位置づけることができます。 

各回ともチラシを500部作成し、自治会、老人クラブでの回覧、地区センターでの

掲示を行ったほか、民生委員の方々に関心のありそうな方にお知らせしていただける

よう依頼して、PRを図りました。 

 

 

（２）取組の実績 

▼勉強会①の開催チラシの内容      ▼勉強会②の開催チラシの内容 
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４-２-２ ニューズレターの作成・配布 

（１）取組の概要 

ニューズレターは、見守り支援ネットワークの立ち上げ当初から高齢福祉課が発行

しているＰＲ資料です。ふれあい見守り推進員、協力事業所、民生委員等のネットワ

ークの協力者の方々に配布しているほか、一般の市民の方にも高齢福祉課や地域包括

支援センター等の窓口で手にとっていただけるようになっています。 

平成29年度は以下の通り、合計3号のニューズレターを発行しました。 

 

▼ニューズレター第 29 号の概要 

発行時期 平成 30 年 3 月 

内  容 

特集「地域毎の高齢化の特徴を地図にまとめました！」 

＜表面／1 頁＞ 

・はつらつ・あんしん調査とは 

＜見開き／2・3 頁＞ 

・お住まいの地域はどんな特徴があるでしょうか？ 

（地域毎の高齢化の特徴をまとめた地図の紹介） 

＜裏面／4 頁＞ 

・3 つの指標毎に見てみると 

▼ニューズレター第 30 号の概要 

発行時期 平成 30 年 3 月 

内  容 

特集「“気にかけ”のポイントを学ぶ勉強会を開催しました！」 

＜表面／1 頁＞ 

・ご近所を見守り・声かけするポイントを学ぶ勉強会 の概要 

・気にかけ運動ワークブックの紹介 

＜見開き／2・3 頁＞ 

・高齢者見守りチェックリストのご紹介 

＜裏面／4 頁＞ 

・日野警察署・日野消防署からの情報提供 

▼ニューズレター第 31 号の概要 

発行時期 平成 30 年 3 月 

内  容 

特集「市内で先駆的な活動をする３団体の代表を囲んで 

               活動のポイントについて話を聞きました！」 

＜表面／1 頁＞ 

・勉強会の概要 

＜見開き／2・3 頁＞ 

・見守り活動や交流活動を始める／続けるためのヒント 

＜裏面／4 頁＞ 

・３団体の活動概要 

  



 
 
 

42 

 

（２）取組の実績 

▼ニューズレター第 29 号の内容 
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▼ニューズレター第 30 号の内容 
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▼ニューズレター第 31 号の内容 
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４－３ 事業ＰＲの成果と課題 

事業ＰＲ全体の実施状況を踏まえて今年度の成果と課題を以下の通り整理しました。 

 

▼事業ＰＲ全体の成果と課題 

成果 

・“気にかけ運動”の勉強会についてこれまでにない規模で PR を行ったほか、勉強会の

中でも見守り支援ネットワークの一部の取組の紹介を行いました。 

・また、勉強会の成果は開催報告も兼ねてニューズレターの形にまとめました。 

・合計 3 号作成したニューズレターは、気にかけ運動のステップにあわせて内容とター

ゲットを少しずつ変えて作成しています。 

－第 29 号：地域の高齢化の状況＝見守りや気にかけの必要性の紹介 

－第 30 号：気にかけをしようと思った時の最初のチェックポイントの紹介 

－第 31 号：一歩踏み込んだ活動をしたいと考える方のヒントとなる取組の紹介 

課題 

・ニューズレターは、それぞれ 7 月に作成したはつらつ・あんしん調査結果のまとめ

（1-2-1 参照）、11 月と 1 月に開催した南平地区で開催した気にかけ運動勉強会

（2-2-1 参照）の内容を編集したものですが、発行時期が年度末にずれ込み継続的な

情報発信を行うことができませんでした。 

・また、前年度に想定していた配布先の拡大についても、発行時期が遅れたことで計画

的に実施することができませんでした。 

対応案 

・平成 29 年度の成果は、それぞれ一般の市民の方の関心の高い内容になっていると思

われることから、新たなニューズレターを作成するのとあわせて、これらについても

各所で機会を捉えて配付を行うことが考えられます。 

・その際には、各ニューズレターのターゲットにあわせて配布先の拡大についても検討

を行います。 

・また平成 30 年度は、気にかけ運動及び見守り支援ネットワーク全体について、より

多くの人に働きかけができるような改変を検討する予定であることから（3-3 参照）、

これにあわせて地域懇談会等への出張 PR などニューズレター以外の方法に取り組む

ことも考えられます。 
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